総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別記様式　(第５条関係)
茅野市生ごみ処理機器設置補助金交付申請書兼請求書
　年　　　月　　　日
　(宛先)茅野市長



　　　申請（請求）者

住　　所　茅野市　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　  　　　　　　　　　　　　　





生年月日　　　  　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
生ごみ処理機器設置補助金の交付を受けたいので、下記のとおり同意の上、申請し、及び請求します。
記
　１　住民基本台帳及び市税の納付状況閲覧の同意
　
茅野市生ごみ処理機器設置補助金交付要綱第３条第２項の規定による市内に住所を
　
有する証明及び市税に滞納が無いことの確認のため、住民基本台帳の情報及び市税
　
の納付状況を市が閲覧することについて同意します。
　２　申請（請求）額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　３　添付書類　　 領収書（写し）、購入した処理機器のメーカーや型番がわかるもの、
　　　　　　　　　 振込先金融機関口座確認書類(申請者本人名義の預金通帳などの写し)
　４　内容
	処理機器の種類
	電動式の生ごみ処理機　　・　　非電動式の生ごみ処理器

	設置日
	　　年　　　　月　　　　日

	設置場所
	


５　振込口座
	金融機関名
	支店名
	口座番号
	口座名義人

	銀行
金庫
信用組合
農協
	支店
支所
	普通　当座
	フリガナ

	
	
	
	


茅野市生ごみ処理機器設置補助金交付要領
対象者
茅野市内に住所を有し、かつ、当該住所に居住している者で、市税の滞納がない者に限ります。
対象となる処理機器
・一般家庭から排出される生ごみを排出者自らが減量し、又は堆肥化するための処　　理機器
・補助金の交付を申請する年度にかかわらず、１家庭当たり、電動式の生ごみ処理機１台、非電動式の生ごみ処理器２基まで
　（注意）過去に補助金の交付を受けた処理機器を含めた上限です。
補助額
補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

· 電動式の生ごみ処理機
：購入経費の２分の１以内、上限３０，０００円
· 非電動式の生ごみ処理器
：購入経費の３分の２以内、上限　５，０００円
　（注意）購入経費には、送料や手数料等を含みません。
申請期間
・購入日から１箇月以内に申請してください。
補助金交付申請の手続き
補助金交付申請の手続きについては、以下のものが必要となります。
なお、振込口座は、申請者本人名義の口座に限ります。

・茅野市生ごみ処理機器設置補助金交付申請書兼請求書
・領収書（写し）
・購入した生ごみ処理機器のメーカーや型番がわかるもの
・振込口座の口座番号、名義等が分かる書類の写し（預金通帳などの写し）
注意事項
・交付した補助金額の合計額が、当該年度の予算額を超える場合、補助金の交付は
　できません。
・「茅野市生ごみ処理機器設置補助金交付申請書兼請求書」を提出された場合、住　　民基本台帳の情報及び市税の納付状況の閲覧に同意されたものとみなします。
補助金交付申請書提出窓口
・茅野市米沢2000番地3　諏訪南清掃センター内
　　市民環境部　美サイクルセンター　TEL 0266-72-2905
・茅野市塚原2-6-1　茅野市役所
　　市民環境部　環境課　（２階　２６番窓口）
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